
事 務 連 絡

令和７年８月２６日

専 務 理 事 各 位

一般社団法人

全国ハイヤー・タクシー連合会

理 事 長 新 田 慎 二

タクシー事業の営業収入・輸送人員の推移にかかる調査（第７０弾）

の実施について

標記の調査については、各都道府県協会のご協力を得て実施してきたところ

ですが、今後も与野党のタクシー議員連盟の先生方、関係行政機関をはじめと

する陳情活動の基礎資料とするため、第７０弾を実施することといたしました

のでご協力をお願いいたします。

つきましては、前回調査と同じ会員事業者（原則５社）を対象とし、別紙の

回答票にご記入の上、全タク連宛に メール（ ）またE gyoumu@taxi-japan.or.jp

は （ ）にて９月５日（金）までにご送付いただきますようFAX 03-3239-1619
お願いいたします。

なお 「運送収入」及び「輸送人員」について、引き続き２０１９年同月と、

の比較としております。

「運送収入」及び「輸送人員」ともにかなり回復しておりますが、本調査に

ついては、当面継続的な実施が必要になることと思料されますので、趣旨をご

理解いただき、調査対象事業者におかれましては、日頃から輸送実績の集計等

にご協力いただきますよう改めてご依頼いただきたくお願い申し上げます。


